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A 種優先株式の取得請求権行使の予定通知の受領に関するお知らせ 
 

 本日、当社は、親会社である Ocean Pearl Investment Limited（以下「親会社」といいます。） 

より、同社の保有する当社 A 種優先株式の全てについて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に 
関する法律において必要な手続の完了後、普通株式を対価とする取得請求権を行使する予定である 
旨の通知（以下「行使予定通知」といいます。）を受領しましたので、お知らせいたします。 

行使予定通知どおりに取得請求権が行使された場合は、当社は、親会社が保有する A 種優先株式

3,500,000 株全てを、当社普通株式 14,000,000 株を対価として取得することとなります。 

もっとも、当社は、親会社から行使予定通知を受領したに過ぎず、親会社により実際に行使される

か否かは把握しておりません。親会社から正式に取得請求権が行使された際には、改めて開示いたし

ます。 
 

以 上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

別紙 A 種優先株式の概要 
１．払込期日       平成 20 年 10 月 23 日 

２．発行済Ａ種優先株式数      3,500,000 株 

３．払込金額の総額     7,000,000,000 円 

４．普通株式を対価とする取得請求権 

   優先株主は、当会社に対し、以下に定める取得を請求することができる期間中、以下に定める 

取得の条件で、その有する優先株式の全部又は一部につき、普通株式の交付を対価とする取得 

を請求することができる。 

(1) 取得を請求することができる期間 

 優先株式の払込期日から起算して 1年を経過した日以降 

(2) 取得の条件 

① 優先株主は、優先株式の全部又は一部について、当会社が優先株式を取得するのと 

引換えに優先株式 1株につき下記に定める取得比率により、当会社の普通株式を交付 

することを請求することができる。 

(イ)当初取得比率 

  当初の取得比率は 4とする。 

(ロ)取得比率の調整 

  優先株式発行後、合併、株式交換、株式移転、又は会社分割その他当会社の 

発行済株式の総数が変更する事由が生じる場合で、優先株主の権利・利益に 

鑑みての実質的公平の観点から当該取得比率の調整が必要とされる場合には、 

取締役会が適切と判断する取得比率に変更される。 

(ハ)取得と引換えに交付すべき当会社の普通株式数は、優先株主が取得を請求した 

優先株式数に、取得比率を乗じた数とする。 

     ② 取得請求受付場所 

       大阪市中央区北浜四丁目 5番 33号 

       三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

③ 取得の効力発生 

取得請求書及び優先株式の株券が上記②に記載する取得請求受付場所に到着した 

ときに当会社は優先株式を取得し、当該取得請求をした株主は、当会社がその取得 

と引換えに交付すべき普通株式の株主となる。但し、優先株式の株券が発行されな 

いときは、株券の提出を要しない。 

（参考） 
行使予定通知どおりに取得請求権が行使された場合、発行済株式数（自己株式を除く、以下同じ。）

は以下のとおりとなる予定です。 
（平成 27年 6月 1日現在の発行済株式数） 

   普通株式    3,729,275 株  A 種優先株式  3,500,000 株 
（行使予定通知どおりに取得請求権が行使された場合の発行済株式数） 

   普通株式   17,729,275 株   A 種優先株式          0 株 
以 上 


